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平成２９年 第７回宮崎市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 平成２９年６月２６日（月）１３：４０～１５：００

２ 場 所 教育委員会室

３ 出席者 【教育長・教育委員】

二見教育長、松野代表教育委員、畠山委員、江草委員、柳田委員

【事務局】

小泉教育局長

（企画総務課) 本村課長、山本補佐、鍋島主幹、久保係長、

佐藤主査、田中主査、黒田主任主事

（学校施設課）佐土課長、大住補佐

（学校教育課）松竹課長、黒木補佐、宇田津主幹

（教育情報研修センター）荒武所長、平山次長

（生涯学習課）染矢課長、矢野補佐

（保健給食課）横山課長、和田補佐

（文化財課） 羽木本課長、小窪補佐

４ 議 案

５ 報 告

番 号 件 名 説 明 者

議案第１６号 宮崎市立小中学校通学区域審議会委員の委嘱について 学校教育課長

議案第１７号 宮崎市立図書館協議会委員の委嘱について 生涯学習課長

議案第１８号
宮崎市きよたけ児童文化センター運営委員会委員の委嘱

について
生涯学習課長

議案第１９号 宮崎市生目の杜遊古館運営委員の委嘱について 文化財課長

番 号 件 名 説 明 者

報告第２７号
平成２９年度第３回宮崎市地方創生推進本部会議、第３

回宮崎市総合計画策定会議の報告について
教育局長

報告第２８号
平成２９年第３回宮崎市議会定例会（６月）の報告につ

いて
教育局長

報告第２９号 臨時代理の報告について 生涯学習課長

報告第３０号 臨時代理の報告について 生涯学習課長

報告第３１号 その他の事件の報告について 学校教育課長

報告第３２号 臨時代理の報告について 学校教育課長
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二見教育長 それでは定刻になりましたので、ただ今から、第７回教育委員会

定例会を開会いたします。本日の傍聴者はございません。

会次第「２ 会議録署名人の指名」です。本日の会議録の署名人

は、私二見と、江草教育委員を指名させていただきたいと思います

が、よろしいでしょうか。

委員 （ 異議なし ）

二見教育長 次に、会次第「３ 行事報告等」に入ります。

資料１ページをお開きください。「３ 行事報告等（１）教育長

報告」でございます。本日、教育長報告は、記載のとおりでござい

ます。

次に、「（２）委員報告」でございます ２ページをお開きくださ

い。５月２４日（水）に東京都で行われた、「全国市町村教育委員

会連合会第６２回定期総会」、５月２６日（金）に宮崎市教育情報

研修センターで行われた、「宮崎県市町村教育委員会連合会第１回

理事会」について、松野代表教育委員に報告をいただきます。

松野代表教育委員 それでは資料の２ページでございます。東京都で行われた、全国

市町村教育委員会連合会第６２回定期総会に出席してまいりまし

た。概要にありますとおり、文部科学大臣祝辞、代読は藤原初等中

等教育局長でした。その中で印象に残りましたのは、教員の勤務実

態の調査を受けて、長時間労働の是正や部活動の改善について多く

触れられていたところです。２功労者表彰は５８８名でございまし

て、代表者が表彰を受けられました。３総会議事は記載のとおりで

す。４講演「初等中等教育施策の動向」では、初等中等教育局初等

中等教育企画課長が説明されました。やはりここでも印象に残った

のが、学習指導要領の改訂が叫ばれているけれども、何も目新しい

ものを取り入れていくのではなく、今までやってきたことを充実さ

せるという視点から捉えていただければいいということを強調さ

れていたところです。特に若手教員養成ということも、教員の資質

向上で声高に叫ばれているわけですが、各県・市町村におかれまし

ても、工夫改善をされながら研修を行っていただきたいとおっしゃ

っていました。

次は、宮崎県市町村教育委員会連合会第１回理事会が５月２６日

に宮崎市教育情報研修センターで行われました。二見教育長と私で

参加させていただきましたが、理事２５名の会議で、ここにありま

すとおり、概要①平成２９年度の役員については、会長・副会長は

昨年どおりです。日之影町の押方委員長が、輪番制ということで新

しく入られました。その次に九州地区市町村教育委員会連合会の代

表者としても、ここに記載されています３名が引き続き承認をいた

だきました。②本年度総会は、来月７月２０日（木）に開催予定で

ございます。これにつきまして、いろいろと協議を重ねてきたとこ

ろでございます。例えば教育功労者表彰、本県の場合１７名でござ

います。その方の承認や講演講師についての承認等をいただきまし

た。③第１２回九州地区市町村教育委員会研修大会について、これ

は８月３日、４日に宮崎観光ホテルで行われることについて従来か

らお話し申し上げているとおりでございます。最後、④「平成３０

年度教育施策に対する要望書」について、６月２９日に二見教育長

と私が代表しまして、宮崎県教育長に要望書を提出する予定でござ

います。以上です。
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二見教育長 次に、１ページに戻りまして、「（３）教育局長報告」の「第３回

宮崎市地方創生推進本部会議、第３回宮崎市総合計画策定会議」、

「平成２９年第３回宮崎市議会定例会」でございますが、こちらは

「議事」の中で報告させていただきます。次に、「（４）各課行事報

告等」でございますが、記載のとおりでございます。以上で行事等

の報告は終了ですが、お気づきになった点やこれからの課題、また

感想がありましたら、お願いいたします。

委員 なし。

二見教育長 それでは会次第「４ 議事」に入らせていただきます。 本日は、

議案が４件、報告が６件となっております。では、まず議案でござ

います。

議案第１６号「宮崎市立小中学校通学区域審議会委員の委嘱につ

いて」、事務局から説明をお願いします。

松竹学校教育課長 「宮崎市立小中学校通学区域審議会委員の委嘱について」でござ

います。「宮崎市立小中学校通学区域審議会」は、学校の新設や統

廃合、大規模な住宅地の開発等により、通学区域の変更を必要とす

る場合に、委員の皆様のご意見をお聞きするために設置しているも

のであります。本議案は、宮崎市立小中学校通学区域審議会条例第

４条により、７ページの「別紙」に掲げる１２名に対し、委員を委

嘱することをお諮りするものでございます。任期につきましては、

同条例第５条の規定により、平成２９年７月１日から平成３０年６

月３０日の１年間となっております。また、女性委員の割合は、

４１.７％となっております。説明は以上でございます。

二見教育長 ただいまの説明に対し、ご質問はございませんか。

委員 なし。

二見教育長 議案第１６号「宮崎市立小中学校通学区域審議会委員の委嘱につ

いて」、ご承認いただけますでしょうか。

委員 異議なし。

二見教育長 次に、議案第１７号「宮崎市立図書館協議会委員の委嘱につい

て」、議案第１８号「宮崎市きよたけ児童文化センター運営委員会

委員の委嘱について」、一括して事務局から説明をお願いします。

染矢生涯学習課長 資料８ページをご覧ください。議案第１７号「宮崎市立図書館協

議会委員の委嘱について」でございます。宮崎市立図書館協議会は、

図書館の運営に関し、館長の諮問に応じるとともに、図書館で提供

するサービスについて、館長に意見を述べる機関でございます。９

ページが委員の一覧でございますが、６月３０日をもって委員の任

期が満了することから、宮崎市福祉文化公園条例第１１条の規定に

基づき、新たに１０名の委員を委嘱するものでございます。委員

１０名のうち６名が新任でございます。任期につきましては、平成

２９年７月１日から平成３１年６月３０日まででございます。

次に、１０ページの議案第１８号「宮崎市きよたけ児童文化セン

ター運営委員会委員の委嘱について」でございます。宮崎市きよた

け児童文化センター運営委員会は、センターの運営に関し必要な事

項を審議するための機関でございます。１１ページをお開きくださ

い。委員は１１名でございますが、そのうち充て職で委員をお願い

しておりました、表の上段の３名の方が、委員の任期中に所属所か

らの退職及び異動により交代したことから、下段の後任の方を委員

として委嘱するものでございます。新任の３名の委員の任期につき

ましては、平成２９年７月１日から平成３１年６月３０日まででご
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ざいます。説明は、以上でございます。

二見教育長 ただいまの説明に対し、ご質問はございませんか。それぞれ議案

第何号について、という形でお願いします。

委員 なし。

二見教育長 質問がないようでしたら、一号ずつ確認をしていきたいと思いま

す。まず議案第１７号「宮崎市立図書館協議会委員の委嘱につい

て」、ご承認いただけますでしょうか。

委員 異議なし。

二見教育長 続いて、議案第１８号「宮崎市きよたけ児童文化センター運営委

員会委員の委嘱について」、ご承認いただけますでしょうか。

委員 異議なし。

二見教育長 次に、議案第１９号「宮崎市生目の杜遊古館運営委員の委嘱につ

いて」、事務局から説明をお願いします。

羽木本文化財課長 議案第１９号「宮崎市生目の杜遊古館運営委員の委嘱について」

説明をいたします。資料は１２、１３ページになります。宮崎市生

目の杜遊古館の運営について審議をするために設置をしておりま

す運営委員の任期満了に伴い、新たに委員を委嘱するものでござい

ます。委員の任期は本年７月１日から平成３１年６月３０日までの

２年間でございます。委員の名簿については１３ページに掲載をし

ておりますが、新規の委員につきましては３名でその他は再任とな

ります。なお、女性の割合は前回の女性２名から１名増え、３名と

なり、３７．５％となっております。説明は以上です。

二見教育長 ただいまの説明に対し、ご質問はございませんか。

委員 なし。

二見教育長 ないようですので、議案第１９号「宮崎市生目の杜遊古館運営委

員の委嘱について」、ご承認いただけますでしょうか。

委員 異議なし。

二見教育長 以上で、議案は承認されました。次に、報告でございます。１５

ページをご覧ください。まず、報告第２７号「平成２９年度第３回

宮崎市地方創生推進本部会議、第３回宮崎市総合計画策定会議の報

告について」、事務局から説明をお願いします。

小泉教育局長 それでは私から、６月２２日（木）に行われました、平成２９年

度第３回宮崎市地方創生推進本部会議、第３回宮崎市総合計画策定

会議について、報告させていただきます。１６ページをご覧くださ

い。概要にありますように、５月教育委員会定例会以降、５月２５

日（木）に第２回地方創生推進本部会議、第２回総合計画策定会議、

５月３０日（火）に平成２９年度第１回宮崎広域連携推進協議会専

門部会、第２回宮崎市総合計画策定会議専門部会がございましたの

で、今回ご報告する内容と併せて説明をさせていただきます。Ａ３

の当日配布資料をご覧下さい。以前お話ししましたが、現在策定し

ている総合計画は、いわゆる概要版というものを作成し、市議会で

議決する時は、総合計画の概要のみ議決します。中身については総

合計画に付随し、様々な事業があり、私ども事務方としましては、

事業の内容を検証を含め、それぞれ１０年間実施していくというこ

とになります。今お示ししました重点項目については、１０項目ほ

どジャンルが分かれています。その中で教育関係は３項目ございま

す。１番目から申し上げますと、重点項目１ 多様なライフスタイ

ルに対応した「子育て支援の充実」ということで、重点目標として
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は、「子育てしやすい地域である」と思う人の割合がどれくらいあ

るかということを指標としてみていきます。あわせて合計特殊出生

率も上げていくことで今の地方創生の流れに寄せていきます。その

中で教育委員会は児童クラブを所管し、子どもの居場所の確保とい

うところで待機児童数を段々と下げていくことが目標になります。

待機児童数は、本来ゼロが望ましいのですが、児童クラブを作って

もその児童クラブを望まない方がいれば待機児童は絶対にゼロに

はなりません。そのことから５年後には児童クラブの待機児童人数

（人）１００という数字を重要業績成果指標（ＫＰＩ）にあげてお

ります。次に、教育委員会がメインとなる重点項目５ 地域に愛着

や誇りを持つ「みやざきっ子の育成」です。１番大きな目標として

は、将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合を段々と高めてい

こうというところです。本当は最終的に将来の夢や目標を持ってい

る児童生徒の割合を１００％としたいのですが、総合計画は１０年

間の計画ですので、５年後の目標として小学生９４％、中学生８

２％を設定しています。この目標を下支えする主要施策の部分に学

力向上への取組の推進、健やかな心身の育成、特別支援教育の充実、

教職員の資質の向上、教育環境の充実と学校施設の利活用、地域と

学校の連携の推進があります。また、黄色いマーカーを引いている

部分が重要業績評価指標（ＫＰＩ）として、これから教育委員会が

総合計画にあげていこうとしているところです。特に、地域と学校

の連携の推進では、ますます学校に福祉の分野が入ってくることも

あり、これから１０年後学校のスタイルが変わるだろうことを念頭

に置きながら、その姿を指標として掴んでいこうとしています。そ

して、重点項目７ 一人一人が尊重され、生き生きと暮らせる「共

生社会の確立」では、まだ目標数値は入っていませんが、生涯学習

の機会の提供ということで、公民館講座の受講者数、生涯学習施設

等の利用者数、生涯学習ボランティア指導者の派遣回数、市立図書

館等の貸出冊数、という重要業績評価指標（ＫＰＩ）をあげている

ところです。また、庁内での議論や外部の意見をお伺いし、これか

ら総合計画の策定を進めていくという会議の内容でございました。

私からは以上です。

二見教育長 ただいまの説明に対し、ご質問はございませんか。また、お気付

きになられた点はございますでしょうか。

委員 なし。

二見教育長 次に、報告第２８号「平成２９年第３回宮崎市議会定例会（６月）

の報告について」、事務局から説明をお願いします。

小泉教育局長 それでは私から、６月５日（月）から６月２１日（水）にかけて

行われました平成２９年第３回宮崎市議会定例会（６月）について、

報告させていただきます。まず、資料１８ページをお開きください。

また、当日配布資料別紙１をあわせてご覧下さい。今回の一般質問

を１９ページに質問者、質問の内容等を挙げております。質問は

６６問でございましたので、３月市議会定例会の１００問からする

と、約３分の２の量の質問数となりました。様々な質問をいただき、

吉田議員は「みやざき歴史文化館の今後について」、大場議員は「子

どもの健康や災害時の備えについて」上田議員は給食の食べ残しな

ど「食品ロスとゴミ減量について」脇谷議員は教師の多忙感を含め

「中学校の部活動について」、松山議員は「本郷中学校への経路整

備について」でございました。日高議員は「宮崎城跡と文化財につ
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いて」です。今年度は、宮崎城跡保存整備について１千万円の事業

費がありますので、その進捗状況について質問がありました。伊豆

議員は「就学援助費の支給時期等の改善について」です。就学援助

は新入学児童生徒の国の要保護児童生徒援助費補助金の「新入学児

童生徒学用品費等」の予算単価が２万円程度だったものが、４万円

程度と倍になっています。その分の増額支給と、支給時期の前倒し

ができないか、ということについてでした。徳重議員は「大会参加

に伴う小中学校での公欠の取扱について」、後藤議員は「混合名簿

について」です。以前、こちらの教育委員会室でも、小中学校で混

合名簿使用を要望される方々と事前に協議がございました。近藤議

員は「ＡＬＴ・ＦＬＡＡによる英語教育について」、星山議員は「学

校給食における美味しさについて」、日高議員は「保育と放課後児

童クラブについて」など質問がございました。あわせまして、当日

配布資料は議会最終日に文教民政委員会という常任委員会で報告

された内容の抜粋です。文教民生委員長報告は保健所の事業につい

てでございます。教育委員会にも密接に関係がありますので、抜粋

してご報告します。内容としては、若年層の自殺予防は急務だとい

うことで全中学校で実施されるゲートキーパー養成講座を、小学校

の教職員も対象となるよう検討することが要望されました。また、

教育委員会と保健所が連携をとりながら、自殺予防対策がより効果

的なものになるように意見を付して賛成となりました。教育委員会

が行ういじめ防止の取組と重なる部分はありますが、二重、三重に

も対応していこうという内容になっています。議会関係は以上で

す。

二見教育長 ただいまの説明に対し、ご質問はございませんか。また、お気付

きになられた点はございますでしょうか。

松野代表教育委員 ゲートキーパーについて詳しく教えてもらえますか。

小泉教育局長 ８月から全ての中学校において、教職員向けに生徒の自殺を入口

の部分で予防するための講座を行います。また、事業の趣旨やリー

フレットの配付については学校教育課と連携し、校長会等で周知し

ていきます。

柳田委員 自殺予防対策のゲートキーパーとして、話を聞き、異変を発見す

るという初期の段階で対応することで、自殺に及ぶということを防

止できるのではないかと言われています。つまり、ゲートキーパー

の養成はとても大事なことです。学校でこういった取組をするのは

当然であり、大変有効だと思います。保健所の事業として自殺予防

は扱われますが、若年層の自殺予防対策として学校の先生達が自殺

予防という観点から生徒の様子をみることで、事前にできるだけ早

い段階で自殺の危険性をキャッチできる対策ではないかと思いま

ず。

松野代表教育委員 児童生徒へよりきめ細やかな配慮ができていくということです

ね。

小泉教育局長 補足として、こちらの事業の補正額は１９５万円ですが、県から

３分の２の補助金がございます。生徒への声かけなど、日頃から学

校で取り組んでいることではありますが、予算がつくことでより一

層対策を際立たせ取り組んでいくということになります。

二見教育長 それでは、次に報告第２９号、報告第３０号「臨時代理の報告に

ついて」事務局から一括して説明をお願いします。

染矢生涯学習課長 資料２０ページをご覧ください。報告第２９号でございます。前
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回、５月２４日に開催しました第６回教育委員会におきまして、宮

崎市青少年育成センター運営協議会委員の委嘱について審議して

いただきました、議案第１３号の関係です。委員１４名のうち１３

名の委嘱の承認をいただきました。その際、委員１４名の内１名に

ついては、内諾は得ているが、推薦団体の総会での承認が必要とな

ることから、次回教育委員会で報告するということで説明させてい

ただいたところでございます。６月１日に正式に宮崎市青少年指導

委員連絡協議会の中川幸子氏が会長に就任されました。また、今回

の教育委員会開催前の６月２３日に宮崎市青少年育成センター協

議会が開催されるということで、委員の委嘱について、急施を要し、

教育委員会を招集する暇がありませんでしたので、宮崎市教育委員

会事務委任規則第４条、臨時代理の規程により、２１ページの一番

下に掲載のとおり、追加委員として中川幸子氏を委嘱したので報告

するものでございます。

続きまして、資料２２ページをご覧ください。報告第３０号でご

ざいます。本件につきましても、前回５月２４日開催しました、第

６回教育委員会におきまして、宮崎市青少年指導委員定数１８５名

のうち、１８３名の委嘱の承認をいただきました。３２ページをご

覧ください。網掛けの部分ですが、欠員となっておりました加納地

区２名につきまして、任期満了であった２名の方が引き続き、委員

として活動していただけることになったため、承諾をいただいたと

ころです。宮崎市青少年指導委員の委嘱式が６月１日に開催される

ことになり、教育委員会を招集する暇がなかったため、先ほどの案

件と同様に、宮崎市教育委員会事務委任規則第４条、臨時代理の規

程により、３２ページの名簿の太枠で囲んだ山元隆志氏と薗田朝武

氏の２名を委嘱したので報告するものでございます。説明は以上で

ございます。

二見教育長 ただいまの説明に対し、ご質問はございませんか。また、お気付

きになられた点はございますでしょうか。

柳田委員 青少年指導委員ですが、各地区それぞれ東大宮だけ学校の先生が

多いのは特段理由が有るのでしょうか。

染矢生涯学習課長 生徒指導の先生が中心に挙がっていますが、特にこの地区がとい

う特別な理由はありません。

二見教育長 次に、報告第３１号「その他の事件の報告について」、報告第

３２号「臨時代理の報告について」でございます。これにつきまし

ては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項に

より、非公開としたいと思いますが、いかがでしょうか。

委員 異議無し。

二見教育長 それでは、ただいまより、非公開といたします。

それでは、ここで非公開を解除いたします。

次に、「５ その他」に移らせていただきます。

委員の皆さまから、情報提供等がありましたら、お願いいたします。

委員 なし。

二見教育長 他にご質問はございませんか。

委員 なし。

二見教育長 「教職員との意見交換会」について、事務局から説明をお願いし

ます。

本村企画総務課長 「教職員との意見交換会」について説明いたします。３５ページ
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の資料２をご覧ください。教育委員会では、平成１９年度から、「改

革プラン」「活性化プラン」等を策定し、各種研修や意見交換会を

実施し、教育委員会の活性化に取り組んで参りました。

本年度におきましても、活性化プランに基づき、「教職員との意

見交換会」を計画したところです。１にありますように、日時は８

月８日(火)１０:００～１２:００、２にありますように、場所は教

育委員会室で開催します。テーマは前回の定例会にてアンケートを

取らせていただきました。その中でいじめに関するご意見を多くい

ただき、いじめの認知件数が年間４，０００件を超え、対策が急務

であることから、３にありますように、今回テーマとして設定させ

ていただきました。例年、大きなテーマを２つほど用意するのです

が、今年度は「いじめの未然防止」というテーマを４論点に記載し

てますとおり、様々な切り口から教職員と意見交換を実施したいと

考えています。こちらの論点はアンケートでいただきました意見を

もとに作成したところです。また、テーマの表現についてですが、

参加される皆様、教職員が柔軟に意見交換をしやすくなりますよ

う、改めて検討させていただきます。お忙しい時期かと思いますが、

どうぞよろしくお願いいたします。

二見教育長 ただいまの説明に対して、ご質問はございませんか。

委員 なし。

二見教育長 それでは次に、「総合教育会議」について、事務局から説明をお

願いします。

本村企画総務課長 「総合教育会議」について説明いたします。３６ページの資料３

をご覧ください。「総合教育会議」は一昨年度から開催しておりま

して、一昨年度は２回、昨年度は１回開催しております。今年度は

２回の開催を計画しておりまして、第１回目を、８月２５日（金）

に予定しております。８月の開催としましたのは、「地方教育行政

の組織及び運営に関する法律」第１条の４第１項第１号に該当する

事項として「予算」があることから、予算編成方針の決定の前に開

催することが必要であると考えられ、本市の平成３０年度予算編成

方針会議が１０月半ばであることから、それ以前に会議を開催し、

必要に応じて次年度予算に反映できるようにするためでございま

す。

二見教育長 ただいまの説明に対して、ご質問はございませんか。

委員 なし。

二見教育長 ないようでしたら、「６ 次回委員会の決定」について、事務局

から説明をお願いします。

本村企画総務課長 次回定例会は、平成２９年７月２６日（水）午後１時３０分から、

教育委員会室で開催することをご提案いたします。

二見教育長 提案のありました日時で、次回定例会を開催してよろしいでしょ

うか。

委員 はい。

二見教育長 続きまして、「７ 行事予定」について、事務局から説明をお願

いします。

本村企画総務課長 （ 説 明 ）

二見教育長 以上をもちまして、第７回定例会を終了させていただきます。


